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【補充原則４－１４ ② 取締役に対するトレーニングの方針】 
 
 
 
 
 
 
当社は、取締役がその役割・責務を適切に果たせるよう、適宜、法改正や経営課題に関す

る情報の提供や研修会の開催を実施いたします。また社内取締役に対しては、就任時に社

外講習により会社法やコーポレートガバナンスなど、取締役の職務を遂行するために必要

な知識習得の機会を提供いたします。新任の社外取締役に対しては、就任の際に、当社の

事業に係る説明の場を設け、就任後も当社への理解を深めていただく機会を提供いたしま

す。 
 

上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきで 

ある。 


